
 

恒例の表記研修会を下記の通り行いますので、参加を希望される方は日本サッカー協会ホームページ Kick 

off より申し込んでください。 （web 上でできない方には代行申し込みを行いますので皆川まで連絡を

ください） 尚、はがきによる案内は致しませんのでご了承ください。 

 

１．主旨   C 級コーチ取得者を対象とした（財）日本サッカー協会より義務付けられている登録更新

の為の義務研修として実施する。 

 

2． 期日   平成 24 年 3 月 4 日（日）  

   

3. 日程     9:00   受付                場所：白根高校白朋館 

          9:30   講義 『基調講演』 テーマ：ナショナルトレセン U-12 

         13:00    実技 （NTCU-１２の伝達講習） 

 

4． 場所     受付・講義  県立白根高校白朋館   住所： 南アルプス市上今諏訪 1180 

電話番号： ０５５－２８４－３０３１ 

        実技  フォルトゥナ・アルプス・プラッツ 住所： 南アルプス市上今諏訪 1230-1  

電話番号： ０５５－２４４－５０５５ 

 

5． 講師   講義： ナショナルトレセンコーチ  ただ今調整中 

       実技： ナショナルトレセンコーチ及び NTCU-12 指導者講習会参加者 

 

6． 申込み締切日   web 上『kick off』での申込みは、 ３月２日まで。 

            申込み用紙での申込みは、 ２月２９日まで。 

 

7． 受講料  S・B・A・C 級コーチ（ポイント獲得目的者）・・・・3，０００円 （山梨県サッカー協会

納付） 

       C 級以外の取得者で参加希望者・・・・・・2，０００円 （山梨県サッカー協会納付） 

       ＊当日、集金いたします。 

 

8． その他   ①対象は全ての指導者資格取得者です。 

②当日、お手持ちのライセンス証を必ず持参し受付時に提出してください。 

       ③今回のリフレッシュ獲得ポイントは、１０Pです。 

       ④各自現在までの獲得ポイントを web 上でしっかり確認をしておいてください。 

       ⑤雨天の場合の実技も、予定通り実施します。 

 

  

 

《この件へのお問い合わせとお申込みは下記まで》 

（社）山梨県サッカー協会 TEL０５５－２６７－８８８５  秋山宛 

住所 ： 中巨摩郡昭和町押越 1500-１  県リフレッシュ研修会申込係 

 または、指導者養成部 担当：皆川 連絡先：FAX 共：055-244-5055 携帯 090-4531-6211 



 

FAX 送付先（社）山梨県サッカー協会技術委員会 055-267-8886   

                         （２月 2９日までにお願いします。） 

＊web 登録した方は、この用紙での申し込みは不必要です。 

平成 23 年度山梨県公認指導者リフレッシュ研修会申込書 

 

 フリガナ 

氏  名 

 西暦 

生年月日 

  年齢 

 

   年   月   日 

    （     歳） 

 

 住  所 

〒 連絡先 

電話番号 

 携帯 No 

 

メール 

アドレス 

（必ず） 

（正確に記入してください 0（ゼロ）と O（英字）、７と１、-と_、の書き込みを正確に。） 

（携帯電話メールは不可。） 

指導又は 

登録チーム 

 取得ライセンス

登録番号 

 

取得ライセンス

（級） 

いずれかに○で囲んでください。 

     S 級 ・ A 級 ・ B 級 ・ C 級 ・ D 級 ・ キッズ ・ 資格なし  

 

 

●本講習会受講に伴う個人情報利用に関する同意書● 

 

 本指導者講習会主催者が、私の情報を、下記の利用目的で使用することについて同意します。 

 

    年     月     日 

受講者 著名：                               

                    （直筆でサインをお願いします） 

 

<利用受講者情報> 

        ①氏名（フリガナ）   ②生年月日   ③自宅住所（郵便番号含む）  ④連絡先電話番号 

        ⑤指導者登録番号  ⑥指導または登録チーム   

   <利用目的> 

① 本指導者講習会主催者が作成する受講者名簿への掲載 

        ②本指導者講習会主催者が講習会の案内などの送付をする。 

        ③前各号所定の事項に付随関連する事項の場合                                      以上     

  


